
公正取引委員会事務総局
近畿中四国事務所　第一審査課　御中

社 名 ：

本社住所：

代 表 者 ：

電 話 ：

社 名 ：

本社住所：

代 表 者 ：

電 話 ：

３．商品名 品 名 ：

型 式 ：

メーカー名：

４．廉売価格と当店の仕入価格

（税込）

５．廉売による影響

月平均　　　　台の販売量が　　　台に減少

以上は全件、価格差により販売不可でした

６．添付書類

・新聞折込みチラシ 　　　　月　　　　　日付折込み
・他　廉売事業者発行の見積書・納品書等　　　有　　・　　　無

円 当店小売価格： 円

（申告者）

２．廉売業者

調　査　依　頼　の　件

円

顧客からの問い合わせ件数　　　　　件 廉売事業者との競合件数　　　件

　　　　　　　　　新聞

当店仕入価格：

廉売価格：

他　影響

【差別対価の申告書】

記

下記廉売業者が販売する下記の商品の小売価格は、周辺小売業者が同メーカーから仕入れる価格
と差がなく、このため同周辺小売業者は競争に耐え難い状況になっております。これはメーカー
による差別対価に該当すると思われますので、至急ご調査いただきますようお願い申し上げます。

平成　　　年　　　月　　　日

１．差別行為を行っているメーカーの概要


